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報道発表資料 宮 城 県 登 米 市 

あふれる笑顔 豊かな自然 住みたいまち とめ 

 

  令和５年５月 15日 
 

ポーランド共和国に対する人道支援寄附金の送金（第 13回）について 
 

 本市では、令和４年４月 14 日から令和５年６月 30 日までを受付期間として、ポーラン

ド共和国に対する人道支援寄附金口座を開設し、寄附金を受け付けているところですが、第

13回送金分として、寄附金 61,000円を、下記により、ポーランド共和国の避難民救援活動

を支援している団体の寄附金口座に送金しました。 
 

記 

１ 第 13回送金日 

  令和５年５月 15日（月） 

２ 第 13回送金額 

  ６１，０００円（令和５年４月１日から４月 30日までの受付分） 

  ※ 第１回からの送金額の合計は、８，８８９，６９４円となります。 

第１回送金 （５月17日） ４,６８２,４２０円  

第２回送金 （６月10日） ２,１０１,２２０円  

第３回送金 （７月12日）  ５７４,１４４円  

第４回送金 （８月12日）  ７５,８０５円  

第５回送金 （９月13日）  ３６,７６０円  

第６回送金 （10月14日） ４３,０００円  

第７回送金 （11月14日） １１２,０００円  

第８回送金 （12月16日） ３８０,０７２円  

第９回送金 （１月16日） ５３２,２７３円 

第10回送金 （２月13日） １６,０００円  

第11回送金 （３月13日） １１８，０００円  

第12回送金 （４月18日） １５７，０００円  

第13回送金 （５月15日） ６１，０００円  

合 計 ８，８８９，６９４円  

３ 送金先 

  駐日ポーランド共和国大使館から寄附先として紹介された、ポーランド共和国の避難

民救援活動を支援している社会福祉法人福田会の寄附金口座 

４ 寄附金口座開設期間 

  令和４年４月 14日から令和５年６月 30日まで 

５ 今後の予定 

  今後の入金状況を踏まえ、次回の送金時期を検討します。 

 

〔問い合わせ〕 

総務部市長公室 

次長兼室長 櫻 節郎 

TEL：0220-22-2090（直通） 


